
１　［　］内は組織数
２　審議会等は除く。

財務省機構図（令和５年７月現在）
（１）全体の機構図
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1 は法律によって設置を定められている組織又は職

2 は政令によって設置を定められている組織又は職

3 うち3人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。

4 うち1人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。
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（２）本省内部部局の機構図

大臣官房

官房長

調査課

総務課

国庫課

秘書官

国際局

局長

(3) (2)

(2)副大臣

総務課

総括審議官

主計局財務大臣

大臣政務官

税制第三課

財務省本省

税制第一課

税制第二課

総務課

調査課

地域協力課

為替市場課財政投融資総括課

国際機構課

局長

主税局 関税局

局長

次長

局長

監視課

関税課

管理課

(2)

給与共済課

法規課

(9)

審議官

事務次官

文書課

会計課

地方課

総務課

司計課

公文書監理官

政策立案総括審議官

サイバーセキュリティ
・情報化審議官

秘書課

財務官

総合政策課

政策金融課

信用機構課

厚生管理官

調査課

主計官

主計監査官

管理課

国債業務課

業務課

参事官(11)

総務課

（注）

※1

※2

(2)

(11)※1

(2)※2

計画官

参事官


